
 ○相談内容     ■経営安定に向けた相談■資金繰り・資金計画・連帯保証等に関する相談 

             ■借入金の返済に関する相談■多重債務・金融トラブル相談 

              ■経営全般・商取引のトラブル・法律相談■事業の解散・精算等に関する相談 など       

                          

 ○開催日時   ８月３日(火) 午前９時～正午 
              時間内のご都合の良い時間にご相談ください。 

              ※ご予約いただくとお待たせいたしません。 

 

 ○相談会場    松本商工会館６階会議室(松本市中央１－２３－１) 

 ○相談方法    相談員による個別相談 

             ①会場での個別相談  ②電話での個別相談 

相談専用ダイヤル０２６３－３２－５３５０ 
            ※電話でのご相談は倒産防止相談ですがと一言お申し出ください。   

 

 ○相談員    商工調停士・弁護士・司法書士・中小企業診断士・税理士・社会保険労務士 ほか 

 

 ○お問い合わせ  松本商工会議所経営安定特別相談室 

〒390-8503 松本市中央１－23－1 経営支援グループ 

TEL：0263-32-5350 FAX：0263-32-1482 

Url：http://www.mcci.jp Mail：soudan@po.mcci.or.jp 

主催：松本商工会議所／経営安定特別相談室 

共催：塩尻商工会議所・大町商工会議所 

   長野県商工会連合会中信支所 

８月３日（火）は 

「 倒 産 防 止 １１０ 番 」相談会 
無料で専門家がアドバイスいたします 

《 秘 密 厳 守 ・ 匿 名 Ｏ Ｋ ・ 相 談 無 料 》 

■■■■■ 経営安定には早めの相談が有効です ■■■■■ 

※松本商工会議所経営安定特別相談室は月～金（祝祭日を除く）常設しておりますので、 

       ご相談、お問い合わせください 


